
１－参考１ 

津市八知公民館の使用料の変更等について 

１ 趣旨 

（仮称）津市美杉総合文化センター内へ移転する新・津市八知公民館は、

新たな施設となることから、使用料体系の変更等を行います。 

２ 新規の施設の使用料の設定 

  新・津市八知公民館には、「和室」及び「調理室」を設置します。 

「和室」の使用料は、現在の公民館内の類似施設（作法室）の使用料を

参考に次のとおり設定します。 

                             （単位 円） 

区分

施設又は設備器具 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後10時まで

和室 ４００ ６００ ９００

また、「調理室」の使用料は、現在の公民館内に同じ機能があることか

ら、使用料を同額に設定します。 

                             （単位 円） 

区分

施設又は設備器具 

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで

午後６時から

午後10時まで

調理室 ９００ １，２００ １，５００

３ 施行予定日 

  平成２６年４月１日 

４ 今後の対応 

  津市公民館の設置及び管理に関する条例の一部の改正の議案を平成２５年

第４回津市議会定例会へ提出する予定です。 



１―参考２

位  置  図

現・津市美杉庁舎

津市美杉総合開発センター

津市立美杉中学校

伊勢八知駅

（仮称）津市美杉総合文化センター 
及び新・津市美杉庁舎 



調理室会議室２ １ 

舞台 

調理室 

６４㎡ 

２４人用 

和室 

２４㎡ 

１２人用 

 １－参考３

１階平面図 

２階平面図 

(仮称)津市美杉総合文化センター

凡   例 

（仮称）津市美杉総合文化センター及び新・津市美杉庁舎平面図

(仮称)津市美杉総合文化センター内
新・津市八知公民館

新・津市美杉庁舎

調理室



関係資料 

１ 現・津市八知公民館使用料 

（単位 円） 

    区分

施設又は設備器具

午前９時から

正午まで 

午後１時から

午後５時まで 

午後６時から

午後10時まで 

大集会場 １，６００ ２，１００ ３，０００

老人娯楽室 ９００ １，２００ １，５００

作法室 ４００ ６００ ９００

娯楽室 ６００ ９００ １，２００

会議室１ １，６００ ２，１００ ３，０００

委員会室 １，６００ ２，１００ ３，０００

会議室２ １，１００ １，５００ ２，３００

調理室 ９００ １，２００ １，５００


